
契 約 業 者 の 住 所 広島県広島市中区上八丁堀４番１号 

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日 令和8年3月5日

契 約 業 者 名 洋伸建設株式会社

工 事 の 名 称 広島港海岸中央西地区（吉島）護岸（改良）築造工事

工 事 場 所 原契約のとおり

工 事 区 分 港湾土木工事

工 事 概 要 　　　別添工事数量総括表のとおり

工 期 （ 自 ） 原契約のとおり

工 期 （ 至 ） 原契約のとおり

変 更 理 由 別添変更理由書のとおり

変 更 前 の 契 約 金 額 248,589,322円（税込）

変 更 金 額 35,200,000円（税込）

変 更 後 の 契 約 金 額 283,789,322円（税込）









（別紙）

１． 広島港海岸中央西地区（吉島）護岸（改良）築造工事

２． 令和７年５月１５日 ～ 令和８年３月２３日

３．

４．

１） 共通仮設：間接工事費等諸経費動向調査の追加

２） 共通仮設：「施工実態調査」の追加

３） 共通仮設：ICT活用施工管理モデル工事に要する費用の計上

４） 工事用進入路、仮設通路、仮設工（場内整備）の追加

５） 防護柵工：転落防止柵の規格変更

６） 防護柵工：仮設転落防止等の追加

７） 構造物撤去：排水路の取り壊し、排水路ふた撤去

８） 鋼矢板工：矢板枚数及び圧入延長の変更

９） 構造物撤去工：撤去数量の変更

本体工：重力式嵩上げ工施工数量の変更

変 更 理 由

変 更 理 由 書

工 事 名

工 期

請 負 代 金 額 　２４８，５８９，３２２ 円（変更１回含む）

既設鋼矢板の現況位置と設計図書に相違が確認されたため、矢板枚数と圧入延長を変更
する。

利用者の安全確保のため、仮設転落防止柵等を設置する。

施工の支障となるため、構造物撤去を変更する。

　本工事は、広島港海岸中央西地区（吉島）護岸（改良）の構造物撤去工、本体工、裏込
工、排水構造物工、舗装工、雑工、仮設工を施工するものであるが、今般、以下の理由によ
り設計図書を変更する必要が生じた。

関係機関と調整により、工事用進入路及び施設利用者への安全対策等が必要となったた
め、工事用進入路、仮設通路、仮設工（場内整備）を追加する。

本工事は間接工事費等諸経費動向調査の対象となったため、技術管理費を追加する。

本工事は「施工実態調査」の対象となったため、技術管理費を追加する。

ICT活用活用施工管理モデル工事の実施内容が決定しため、必要な費用を計上する。

幼児・児童の転落事故防止のため、転落防止柵の規格を変更する。

現地確認の結果、撤去箇所の断面形状に設計図書との相違、既設上部に剥離・ひび割れ
が確認されたため、撤去数量を変更する。これに伴い、本体工、裏込め工、交通誘導警
備員、安全監視船を変更する。

現地確認の結果、設計図書との相違が確認されたため、施工数量を変更する。

１０）



舗装工等：施工数量の変更

排水構造物工：側溝工、集水枡工の変更

舗装工等の変更

雑工：立入防護柵の設置

共通仮設費（現場環境改善費）：快適トイレに係る 費用の計上

既設舗装高さについて、設計図書と相違が確認されたため、構造物撤去、舗装工、重力
式胸壁工の数量を変更する。これに伴い、交通誘導警備員を変更する。

本工事で撤去した排水構造物の復旧を追加変更する。これに伴い、交通誘導員を変更す
る。

設計図書の誤謬が判明したため、訂正する。

関係者との調整により、立入防護柵を設置（復旧）する必要が生じたため、追加する。
また、これにより仮設の立入防護柵を撤去する。

１１）

１２）

１３）

１４）

１５）

快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。


